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令和８年度長野県交通安全実施計画  

 

第１章  長野県の重点課題  

長野 県内 にお け る交 通事 故 死 者数 は 、 10 年単 位の 長期 的 な見 方を する と減 少

傾向 にあ り、 令 和７ 年の 死者 数は 44 人 で、 統計 が残 る 昭和 23 年以 降 最少 とな

った 令和 ５年 に 次い で少 なく 、令 和 ６年 の死 者数 と比 べ 22.8%減少 し まし た。  

また 、重 傷者 数 につ いて も長 期的 な 見方 をす ると 減少 傾 向に あり 、令 和７ 年

の重 傷者 数は 522 人 で、 令和 ６年 に 比べ 4.2％ 減 少し まし た 。  

交通 死亡 事故 を 減少 させ るこ とが 本 計画 の最 優先 での 目 標で あ り 、こ の目 標

を達 成す るた め には 、令 和 ８ 年度 を 初年 度と する 、第 12 次 長野 県交 通安 全 計

画で も掲 げて い る「 重傷 者の 抑止 」 も非 常に 重要 であ り ます ので 、行 政機 関 は

もと より 、事 業 者、 交通 関係 団体 、 ボラ ンテ ィア が死 者 ・重 傷者 の抑 止に 資 す

る対 策を 継続 的 に行 って いく とと も に、 県民 一人 ひと り によ る不 断の 努力 が 必

要不 可欠 とな り ます 。  

  本計 画に お いて は、 長野 県の 地 域特 性、 交通 事故 状 況等 を踏 まえ 、特 に 取り

組む べき 施策 と して 、  

 

〇  総合的な高齢者交通安全対策  

〇  こどもの交通安全対策  

〇  自転車の交通安全対策  

〇  歩行者の事故防止対策  

 

の４ 点を 重点 課 題と して 、交 通安 全 対策 を推 進し ます 。  

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

死者数 121 79 66 65 46 45 46 42 57 44

重傷者数 734 730 724 646 526 492 476 511 545 522

発生件数 8,301 7,952 7,251 6,281 4,802 4,772 4,752 5,006 4,970 4,482
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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１  総合的な高齢者交通安全対策  

(1) 高齢者対策の必要性  

ア  令和 ７年 の 高齢 者事 故の 特徴  

  高齢 者が 関 係す る事 故は 、 前 年 と比 べて 発生 件数 、 死者 数、 負傷 者数 と

もに 減少 しま し たが 、重 傷者 数は 増 加し たほ か、 高齢 者 の死 者数は 22 人

と全 交通 事故 死 者数 の 50.0％ を占 め、 引 き続 き高 い水 準 にあ りま す。  

特に 歩行 中の 事 故死 者７ 人の 内、 ５ 人が 高齢 者で あり 、 71.4％と 高い 比

率を 占め てい ま す。  

イ  高齢 者人 口 の推 移  

県内 にお ける 65 歳 以上 の高 齢者 人 口は 、令 和 ７ 年 10 月 現 在、約 64 万

4000 人 で 全人 口の 約 33％ を 占め 、 10 年前 の約 30％ から ３ ポイ ント 上昇 し

てお り、 今後 も 更に 高齢 化が 進む と 予想 され てい ます 。  

 

 

 

ウ  高齢 運転 免 許所 持者 の推 移  

全免 許所 持者 数 （県 の免 許人 口） が 、平 成 26 年 から 減少 し 続け てい る

中、 高齢 化の 進 行に 伴い 、高 齢者 の 免許 所持 者は 年々 増 加し 県の 免許 人口

に占 める 割合 が 増え 、令 和 ７ 年に は 31.8％に 達し 、今 後 もこ の割 合は 上

昇を 続け る見 込 みで す。  

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

県人口(千人) 2,152 2,144 2,133 2,120 2,109 2,099 2,088 2,076 2,064 2,050 2,035

高齢者(千人) 569 570 584 599 615 626 635 641 645 648 651
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県人口と高齢者人口の推移

※ 県 統 計 資 料 か ら 作 成  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

県人口(千人) 2,088 2,076 2,064 2,050 2,048 2,033 2,021 2,005 1,989 1,972

高齢者(千人) 635 641 645 648 647 649 649 647 645 644
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※ 各 年 1 0 月 現 在 の 人 数  
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エ  高齢 者交 通 事故 の発 生推 移  

長野 県内 にお け る人 身事 故の 発生 件 数は 、年 々減 少傾 向 で推 移し てい ま

すが 、高 齢者 が 関与 する 交通 事故 及 び高 齢運 転者 によ る 交通 事故 の全 交通

事故 に占 める 割 合は 、 増 加傾 向で 推 移し てお り令 和７ 年 には 高齢 者 が 関与

する 事故 の割 合が 43.3%と な りま した 。  
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  ※ 高 齢 運 転 者 事 故 は 、 高 齢 者 が 第 １ 当 事 者 と な っ た 事 故 を 示 す 。  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

人身事故(件数) 8,301 7,952 7,251 6,281 4,802 4,772 4,752 5,006 4,970 4,482

高齢者事故（％） 37.5 37.1 38.9 39.6 40.2 41.6 41.1 41.9 41.9 43.3

高齢運転者事故（％） 23.6 24.3 25.6 26.4 26.9 27.9 28.4 29.3 29.4 31.1
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H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

全免許所持者（千人） 1,488 1,486 1,484 1,477 1,471 1,469 1,468 1,467 1,463 1,457

免許所持者に占める

高齢免許所持者率（％）
27.2 27.9 28.5 29 29.5 30 30.3 30.9 31.3 31.8
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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オ  高齢 死者 の 推移  

交通 事故 死者 に つい て、 全死 者数 の 減少 に比 べて 高齢 死 者の 減少 幅は 少

なく 、平 成 26 年 以 降、 全交 通事 故 に占 める 高齢 死者 の 割合 は半 数以 上を

占め てお り、 令 和７ 年に つい ては 50.0％ と高 止ま りの 状 況に あり ます 。  

 

カ  高齢 者事 故 の特 徴  

  (ｱ) 歩行 時 に おけ る事 故  

    過去 ５ 年の 高齢 歩行 者の 死 亡事 故の 発生 場所 を 自宅 から の距 離別 で 見

ると 、多 くは 500m 以内 の近 所で 発 生し てお り、 横断 歩 道 上 を含 め、 道

路横 断中 に亡 く なっ てい るケ ース が 多く みら れま す。  

  (ｲ) 自 動車 運 転に おけ る事 故  

    高齢 ド ライ バー によ る死 亡 事故 の違 反を 過去 ５ 年の 累計 （ 令 和３ 年 ～

令和 ７年 ）で 見 ると 、 安 全運 転義 務 違反 の前 方不 注意 や 、安 全不 確認 が

高い 割合 とな っ てお り、 次い でブ レ ーキ 操作 不適 やハ ン ドル 操作 不適 に

よる 死亡 事故 が 多く を占 めて いま す 。  
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H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

全死者数(人) 121 79 66 65 46 45 46 42 57 44

高齢死者数(人) 69 43 38 36 31 27 27 25 32 22

高齢死者の割合(％) 57.0 54.4 57.6 55.4 67.4 60.0 58.7 59.5 56.1 50.0
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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キ  高齢 者利 用 の自 転車 運転 にお け る事 故  

  近年 の動 向 とし て自 転車 事故 の 発生 件数 は減 少し て いま すが 、 自 転車 事

故の 死者 数は 発 生件 数に 相関 して お らず 、増 減を 繰り 返 して いま す。  

令和 ６年 につ い ては 、 ４ 人中 ２人 が 高齢 者で 50.0％を 占め て いま した

が、 令和 ７年 の 死者 はい ませ んで し た 。  

 

 

(2) 対策の推進  

高齢 者の 交通 事 故を 減少 させ るた め には 、高 齢者 の実 態 を踏 まえ た対 策を

推進 して いく 必 要が あり ます 。  

した がっ て、 「 歩行 者」 「自 転車 利 用者 」「 運転 者 ｣とい っ た立 場、 場面

ごと の交 通安 全 対策 をは じめ 、公 共 交通 の利 用促 進、 道 路環 境の 整備 、反 射

材・ 自発 光材 の 使用 促進 、道 路交 通 法の 改正 によ り努 力 義務 化さ れた 自転 車

用ヘ ルメ ット の 着用 促進 、地 域参 加 によ る高 齢者 支援 等 を含 めた 総合 的な 対

策を 講じ てい く 必要 があ りま す。  

 

(3) 主な取組  

ア  高齢 運転 者 の安 全運 転を 支え る 支援  

高齢 運転 者の 安 全運 転を 支え る支 援 を重 点的 に実 施す る ため 、高 齢ド ラ

イバ ー運 転事 故 防止 関連 対策 指針 に 基づ いた 施策 を推 進 する 。  

（ ｱ）運転技術等の正確な把握と運転 の不安への支援  

 a 身 体機 能、 運 転技 術の 低下 に 対す る「 気づ き」 に つな がる 参加 ・体  

験・ 実践 型の 交 通安 全教 育を 充実 す る。  

・  交通 安全 教 育車 （チ ャレ ンジ 号 ）に よる 参加 ・体 験 、実 践型 の交

通安 全教 育の 実 施  

・  AI 機 能付 きド ラ イブ レコ ーダ ー を活 用し た交 通安 全 教育 の実 施  

・  交通 安全 （ 脳ト レ） 講習 会の 講 師の 養成  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

自転車事故死者（高齢者） 7 6 0 1 7 4 6 1 2 0

自転車事故死者（高齢者以外） 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0

自転車事故件数 955 928 834 772 628 626 532 615 585 524
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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・  「気 づき 」 を促 し、 免許 の返 納 、安 全運 転支 援装 置 等の 活用 促進

につ なげ る周 知 ・啓 発  

 b 運 転免 許証 を 返納 しや すい 環 境を 整備 する 。  

・  医療 系職 員 によ る相 談対 応  

・  高齢 者や 家 族に 対し 、あ らゆ る 機会 を 捉 えて 自主 返 納制 度に つい

て周 知・ 啓発  

・  行政 の広 報 誌等 によ る返 納者 へ の支 援制 度の 周知  

・  運転 免許 証 の自 主返 納窓 口の 周 知  

 c 運 転に 必要 な 機能 に対 する 検 査体 制の 充実 を図 る 。  

・  高齢 運転 者 の免 許更 新制 度の 適 正な 運用  

・  市町 村と 教 習所 の連 携に よる 実 践的 な講 習の 実施  

・  高齢 運転 者 の運 転適 性診 断の 受 診促 進と 個別 指導  

・  70 歳 以上 のド ラ イバ ーへ の高 齢 運転 者標 識表 示の 普 及・ 定着 の促

進  

(ｲ) 安全 運転 サ ポー ト車 、安 全運 転 支援 装置 等の 普及 促 進  

 a 高 齢運 転者 に よる 事故 を防 止 する ため 、安 全運 転 サポ ート 車や 安全  

運転 支援 装置 等 の普 及を 加速 化す る 。  

・  安全 運転 サ ポー ト車 や安 全運 転 装置 等の 普及 啓発 の 促進  

・  安全 運転 サ ポー ト車 や安 全運 転 装置 等の 購入 の継 続 的な 支援  

・  安全 運転 サ ポー ト車 等限 定条 件 付免 許（ 通称 「サ ポ カー 限定 免

許」 ）の 普及 啓 発の 促進  

・  サポ カー の 体験 会、 試乗 会の 実 施  

 

イ  高齢 の歩 行 者及 び自 転車 利用 者 の安 全安 心を 確保 す る支 援  

 ・  バリ アフ リ ー化 等、 高齢 者の 安 全に 資す る歩 行空 間 等の 整備  

   ・  車両 速 度・ 通過 交通 の抑 制 等、 人優 先の 歩行 者 ・自 転車 対策 の推 進  

   ・  ゾー ン 30 プラ ス、 歩車 分 離式 信号 、道 路環 境 整備 等の 促進  

   ・  運転 免 許証 を自 主返 納し た 者に 対す る公 共交 通 利用 の促 進 等  

   ・  自転 車 損害 賠償 保険 制度 等 の加 入促 進  

   ・  道路 交 通法 改正 によ り努 力 義務 化さ れた 自転 車 乗用 時の ヘル メッ ト 着

用促 進  

 

２  こどもの交通安全対策  

（ 1）こどもの交通安全対策の必要性  

こど も（ 中学 生 以下 ）の 事故 は近 年 、負 傷者 数は 減少 傾 向に あり ま す が、

死者 数に つい て は 、 令和 元年 、令 和 ３年 及び 令和 ４年 及 び令 和７ 年 に こど も

の死 者が ゼロ だ った ほか は、 毎年 数 名の 尊い こど もの 命 が失 われ てい ます 。

幼児 と小 学生 の 自動 車乗 車中 、自 転 車乗 用中 、歩 行中 の 状態 別の 重傷 者、 死

者数 の推 移を 見 ると 、特 に歩 行中 に 事故 に遭 って いる 傾 向が あり ます 。  



- 11 - 

 

また 、学 年別 の 死者 ・重 傷者 の歩 行 者事 故の 累計 （ Ｒ ３ ～Ｒ ７） を見 る

と、 小学 校２ 年 生、 ３年 生が 最も 多 く、 次い で小 学１ 年 生と 低年 齢層 で顕 著

とな って いま す 。  

 

 

 (2) 対策の推進  

通学 路等 の交 通 安全 対策 につ いて は 、学 校や 教育 委員 会 のみ でな く、 警

察、 道路 管理 者 、地 域及 び保 護者 な どあ らゆ る関 係者 が 協働 して 取り 組む

こと が重 要で す 。こ うし たこ とか ら 、安 全・ 安心 な交 通 環境 整備 のた め、

これ まで の取 組 等に つい て再 点検 す ると とも に、 より 地 域や 関係 機関 との

連携 を密 にし て 安全 対策 を推 進し て いく 必要 があ りま す 。  

 

(3) 主な取組  

  ・  通学 路交 通 安全 プロ グラ ム に基 づい た地 域・ 関 係機 関と 連携 した 通 学  

路合 同点 検の 実 施及 び対 策案 の検 討  

  ・  園児 の交 通 事故 防止 のた め の緊 急安 全点 検の 結 果等 を踏 まえ た事 故 防  

止対 策の 推進  

   ・  通 学路 に おけ る見 守り 活 動の 強化 や、 通学 路 変更 によ る安 全確 保  

  ・  通学 路の 歩 道整 備、 交通 規 制等 によ る安 全な 道 路空 間の 確保  

  ・  通学 路・ 生 活道 路に おけ る 交通 指導 取締 りの 強 化  

  ・  段階 的・ 系 統的 な小 中学 生 等に 対す る交 通安 全 教育 の推 進と 幼児 期 か  

らの 交通 安全 教 育の 実施  

  ・  ゾーン 30 プ ラス 、歩 車分 離 式信 号、 道路 環境 整 備等 の促 進（ 再掲 ）  

 

３   自転車の交通安全対策  

 (1) 自転車対策の必要性  

自転 車事 故の 発 生件 数は 、 令 和７ 年 につ いて は、 524 件 （ 前 年比 － 61

件） でし た。 自 転車 事故 の死 傷者 を 年代 別で 見て みる と 、 近 年、 15 歳 か
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歩行者事故の死者・重傷者数累計（R3～R7)

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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ら 18 歳 の高 校生 世 代が 占め る割 合 が最 も高 く、 過去 ５ 年（ Ｒ３ ～Ｒ ７）

の死 傷者 の累 積で 15 歳から 18 歳 は、 33.9％ を占 めて い ます 。令 和７ 年  

の単 年で 見る と 35.5％と なり 、高 校 生の 世代 に対 する 対 策が 重要 とな り

ます 。  

 

 

 

過去 ５年 （Ｒ ３ ～Ｒ ７） 学年 別の 自 転車 事故 の 累 積死 傷 者数 を見 ると 、小

学生 、中 学生 は 全体 的に 死傷 者数 が 少な いも のの 、高 校 生 に なる と激 増し 、

特に 高校 １年 生 をピ ーク に学 年が 上 がる につ れ死 傷者 は 減少 して いま す。  

また 、違 反通 行 をし て交 通事 故に 遭 うケ ース が多 いの も 高校 生の 自転 車事

故の 特徴 とな っ てい ます 。  
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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(2) 対策の推進  

自転 車利 用中 の 高校 生の 交通 事故 を 減少 させ るた めに は 、特 に自 転車 通学

の高 校生 を対 象 とし た交 通安 全対 策 を推 進し てい く必 要 があ りま す。  

これ には 、道 路 環境 の改 善等 のハ ー ド対 策だ けで なく 、 高校 生を 対象 とし

た自 転車 教室 は もち ろん 、自 転車 の 利用 を始 める 小学 校 低学 年か ら、 「自 転

車も 車両 」及 び 「自 転車 も加 害者 に なり うる 」と いう 認 識を しっ かり と持 た

せる ため の交 通 安全 教育 （ソ フト 面 ）が 求め られ ます 。  

また 、高 齢者 の 単独 事故 や一 般利 用 者の 通行 実態 等も 踏 まえ 、地 域や 関係

機関 と連 携を 密 にし て、 「自 転車 ル ール ブッ ク」 等の 資 料を 活用 した 正し い

自転 車通 行ル ー ルの 周知 等、 自転 車 事故 防止 のた めの 対 策を 推進 して いく 必

要が あり ます 。  

さら に、 自転 車 事故 で亡 くな られ た 方の 多く は「 頭部 」 に致 命傷 を負 って

いる こと から 、 自転 車を 利用 する 全 ての 世代 に向 け て 、 頭部 保護 の重 要性 を

訴え なが ら道 路 交通 法の 改正 によ り 努力 義務 化さ れた 自 転車 用 ヘ ルメ ット の

着用 促進 を図 る こと が 重 要で あり ま す。  

 

(3) 主な取組  

  ・  令和 ７年 12 月、 「自 転車 の 交通 安全 教育 の充 実 化に 向け た官 民連 携 協  

議会 」が 策定 し た「 自転 車の 交通 安 全教 育ガ イド ライ ン 」に 基づ く、 ラ  

イフ ステ ージ ご との 交通 安全 教育  

・  幼 児 期か らの 交 通安 全教 育の 推 進  

   ・  段 階的 ・ 体系 的な 小中 学 生等 に対 する 交通 安 全教 育の 推進 と高 校 生に  

重点 を置 いた 交 通安 全教 育の 実施  

  ・  通学 路交 通 安全 プロ グラ ム に基 づい た地 域・ 関 係機 関と 連携 した 通 学  

路合 同点 検の 実 施及 び対 策案 の検 討 (再 掲）  

   ・  通 学路 に おけ る見 守り 活 動の 強化 や、 通学 路 変更 によ る安 全確 保 （再

掲）  

  ・  自転 車通 行 空間 の整 備と 交 通規 制等 によ る安 全 な道 路空 間の 確保 （ 再

掲）  

  ・  自転 車指 導 啓発 重点 地区 ・ 路線 の選 定と 集中 的 な 交 通指 導取 締り 及 び

啓発 活動 の強 化  

  ・  ゾーン 30 プ ラス 、歩 車分 離 式信 号、 道路 環境 整 備等 の促 進 (再掲 ）  

  ・  道路 交通 法 改正 によ り努 力 義務 化さ れた 自転 車 乗用 時の ヘル メッ ト 着  

用促 進  

・  自 転 車損 害賠 償 保険 等の 加入 促 進 (再掲 ) 

 

４  歩行者の交通安全対策  

 (1) 歩行者事故対策の必要性  

ア  発生 件数 、 死者 数、 負傷 者数 の 推移  
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発生 件数 は、 過去 10 年単 位の 長期 的 に 見る と 緩 やか に 減少 して い ま

す。  

死者 数に つい て は、 増減 を繰 り返 し なが らも 減少 傾向 に あり ます が、  

全体 の死 者数 に 対し て歩 行者 の死 者 は平 均して 30％台 とな っ てい ます 。  

 

イ  昼夜 別の 特 徴  

歩行 者事 故の 死 者数 ・ 重 傷者 数の 昼 夜別 の累 計（ Ｒ３ ～ Ｒ７ ）を 見る

と、 死者 につ い ては 夜間 にお ける 発 生が 多い のに 対し 、 重傷 者に つい て  

は昼 間に 多く 発 生し てい る の が特 徴 です 。  

 

   

ウ  年代 別の 特 徴  

歩行 者事 故の 死 者・ 重傷 者数 の年 代 別の 累計 （ Ｒ ３～ Ｒ ７） を見 ると 、

20 代か ら 40 代 は 低 いも のの 、 50 代か ら 増加 し、 特に 70 代 以降 の増 加が

顕著 であ るほ か 、 10 代も 歩行 者事 故 の被 害者 にな って い るケ ース が多 い

こと が過 去５ 年 の特 徴で す。  

 
 

  エ  形態 別 の特 徴  

人対 車両 の事 故 の死 者・ 重傷 者数 の 形態 別の 累計 （Ｒ ３ ～Ｒ ７） を見 る

と、 横断 歩道 横 断中 に被 害に 遭 う ケ ース が最 も多 いの が 現状 です 。横 断歩
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道に おけ る死 者 ・重 傷者 数を 抑え る ため にも 、運 転者 へ の対 策 に 加え 、歩

行者 への 対策 も 非常 に重 要に なり ま す。 また 、横 断歩 道 外で 道路 を横 断中

に被 害に 遭う ケ ース も多 く、 「道 路 横断 中」 の事 故が 非 常に 高い 割合 を占

める のが 大き な 特徴 です 。  

 

  

(2) 対策の推進  

   横断 歩道 横 断中 の交 通事 故が 増 加傾 向に あり 、こ の うち 信号 機の ある 横

断歩 道に おけ る 車両 右折 時の 事故 が 、全 ての 横断 歩道 上 の事 故の 半数 以上

を占 めて いま す 。  

横断 歩道 での 事 故 を なく すた めに は 、運 転者 に対 して 横 断歩 道手 前で の

減速 義務 や横 断 歩道 にお ける 歩行 者 優先 義務 を再 認識 さ せる とと もに 、横

断歩 道の 設置 さ れた 交差 点で の右 左 折時 の安 全確 認を 徹 底さ せる 必要 があ

りま す。  

一方 、歩 行者 に 対し ては 、横 断歩 道 を渡 るこ と、 信号 機 に従 うと いっ た

交通 ルー ルの 遵 守と 、運 転者 に対 し て横 断す る意 思を 明 確に 伝え る 「 交通

事故 に遭 わな い ため の 行 動」 を促 す 必要 があ りま す 。  

  また 、横 断 歩道 に近 接し て路 線 バス の停 留所 が存 在 する 状況 にお いて

は、 停車 した バ スに よる 死角 が生 じ るこ とを 運転 者、 歩 行者 双方 が十 分に

認識 する 必要 が あり ます 。そ れと 同 時に 、そ の危 険性 を 取り 除く ため の対

策を 進め 、交 通 事業 者や 道路 管理 者 をは じめ とす る関 係 機関 等が 連携 し対

策を 検討 しま す 。  

 

(3) 主な取組  

    ・  横 断 歩道 にお ける 交通 指 導取 締り の強 化  

    ・  横 断 歩道 ルー ル・ マナ ー アッ ププ ロジ ェク ト の啓 発強 化  
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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   ・  通学 路 交通 安全 プロ グラ ム に基 づい た地 域・ 関 係機 関と 連携 した 通 学  

路合 同点 検の 実 施及 び対 策案 の検 討 （再 掲）  

    ・  通 学 路に おけ る見 守り 活 動の 強化 や、 通学 路 変更 によ る安 全確 保 （再  

掲）  

   ・  夜間 に おけ る明 るい 服装 と 夜光 反射 材 、 LED ラ イ ト 等活 用の 普及 促 進  

   ・  園児 の 交通 事故 防止 のた め の緊 急安 全点 検の 結 果等 を踏 まえ た事 故 防  

止対 策の 推進 （ 再掲 ）  

   ・  通 学 路 の 歩 道 整 備 、 交 通 規 制 等 に よ る 安 全 な 道 路 空 間 の 確 保 （ 再 掲 ）  

   ・  ゾー ン 30 プラ ス、 歩車 分 離式 信号 、道 路環 境 整備 等の 促進 （再 掲 ）  

 

 

 

 


